
宝塚市庁舎トイレ広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、宝塚市広告掲載要綱（以下「要綱」という。）第４条から第６条までの規定に基づ

き、宝塚市（以下「市」という。）が市庁舎のトイレに掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（広告媒体・規格等） 

第２条 広告媒体・規格等に係る各作成媒体の募集要項については、別に定める。 

（広告の範囲） 

第３条 要綱第３条の具体的基準は、次のとおりとする。 

（１）法令等に違反するおそれのあるもの。 

  ア 不当景品類及び不当表示防止法の表示規制に抵触するおそれのある広告 

  イ 医療法、薬機法、医療品医療機器等法等の広告制限に抵触するおそれのある広告 

  ウ 健康増進法の誇大表示に抵触するおそれのある広告 

  エ 特定商取引に関する法律の広告規制に抵触するおそれのある広告 

  オ 独占禁止法に抵触するおそれのある広告 

  カ 著作権法に違反する広告 

  キ その他法令等に抵触するおそれのある広告 

（２）社会的、市民生活的な観点から適切でないもの 

  ア 宝塚市入札等参加指名停止基準に基づく指名停止を受けている事業者の広告 

  イ 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団その他反社会

的団体及び特殊結社団体などその構成員がその活動のために利用する広告 

  ウ 暴力的行為を助長する表現又は著しく性的感情を刺激する表現である広告 

  エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業及び兵庫県青少年愛護条

例で規制される営業行為等の広告 

  オ 市外への転出を促すおそれのある分譲住宅等の物件の広告 

  カ 探偵事務所、興信所等の調査会社に関する広告 

  キ 賃金業法第２条に規定する賃金業の広告 

  ク 債権取立て、回収等の広告 

  ケ 文部科学省又は都道府県の認可を受けていない学校（国などの公的機関の助成制度などの適用

を受けている団体を除く。）の広告 

  コ 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告 

  サ 人権侵害、差別等を助長する広告 

  シ プライバシーを侵害するおそれのある広告 

  ス 名誉毀損又は信用毀損をするおそれのある広告 

  セ 政治性のある広告又は選挙に関する広告 

  ソ 宗教性のある広告又は迷信、非科学的なものに関する広告 

（３）消費者保護の観点から適切でないもの 



  ア 出資者及び出資金の募集に関する広告 

  イ 投機、射幸心をあおるような広告（公営競技を除く） 

  ウ 霊感商法など不良商法と認めるものの広告 

  エ 占い及び運勢判断に関する広告 

  オ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれのある広告 

（４）その他に適切でないもの 

  ア 皇室関係の写真、紋章を使用した広告 

  イ アマチュアスポーツの選手又は団体の役員の氏名、写真又は推薦文等をした広告 

  ウ 氏名、肖像など本人に無断で使用した広告又は明らかに模倣若しくは盗作などとみなされる表

現の広告 

  エ 個人・団体の意見広告と名刺広告 

  オ 国土地理院の地図を無断で使用した広告 

  カ 業務妨害のおそれのある広告 

  キ 本市が推奨、保証、指定等をしているような誤解を招く表現の広告 

（広告募集の特例） 

第４条 市は、募集期間を過ぎても広告掲載を希望する者がいない場合は、事業者等に広告掲載につい

て、直接働きかけをすることができる。 

（広告主の選定） 

第５条 広告主の選定は、次に定めるとおりとする。 

（１）市は、要綱、本要領及び各作成媒体の募集要項の定めに基づき、提出された広告デザイン原稿の内

容等を審査し、広告主を決定する。 

（２）市は、広告主を決定したときは、速やかにその結果を申込者に通知する。 

（行政財産の使用許可） 

第６条 前条の規定による決定を受けたものは、地方自治法第２３８条の４第７項の規定による行政財

産の使用許可（以下「使用許可」という）を受けなければならない。 

２ 使用許可については、宝塚市公有財産事務取扱規則の規定によるものとする。 

（広告掲載料） 

第７条 広告掲載料は、前条の使用許可に係る使用料として１枠当たり月額３，３００円（消費税及び地

方消費税を含む）とする。 

（施行の細目） 

第８条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、別に総務部長が定める。 

 

  附 則 

 この要領は、令和８年１月 20 日から施行する。 


